
場時 ▼市役所22AB会議室…２日㈬・17日㈭ ▼市役所41
会議室…29日㈫ ▼吉良支所第２会議室…８日㈫時午前
1０時～正午、午後１時～３時※午前８時３０分受付開始
内厚生・国民年金の相談※受け付け状況により、相談
時間終了前でも受け付けを終了する場合あり問保険年
金課国民年金担当（☎６５・21０4）

時７日㈪・28日㈪午後１時３０分～３時場市役所11相談
室内市の苦情対応に納得できない場合の相談※予約制
予問行政評価委員会事務局（☎６５・21５５）

時毎週月・木曜日の午前９時～正午、午後１時～４時
※受け付けは午後３時まで場市役所11相談室※７日㈪
・28日㈪の午後は市役所1３相談室内悪質商法や消費者
トラブル、多重債務問題※予約制（１人１時間程度）
予電話相談も可。多重債務相談は面談のみ問商工観光
課商工担当（☎６５・21６8）

時1５日㈫午後１時～４時場市役所11相談室内労働条件
や解雇、賃金などの労働問題※予約制予前日の正午ま
でに電話問商工観光課商工担当（☎６５・21６8）

時毎週月～金曜日の午前８時３０分～午後５時場市役所
商工観光課内新規創業に関する相談問商工観光課商工
担当（☎６５・21６8）

時1０日㈭午後６時～８時場市役所収納課内市税の納税
に関する夜間の相談。納税も可問収納課徴収担当（☎
６５・2129）

時27日㈰午前８時３０分～正午場行政情報コーナー内市
税の納税に関する相談。納税も可問収納課徴収担当
（☎６５・2129）

場時 ▼市役所11相談室…１日㈫・８日㈫ ▼寺津ふれあ
いセンター…５日㈯ ▼一色支所第１会議室…1０日㈭ ▼

幡豆支所第２会議室…17日㈭ ▼吉良町公民館会議室２
…24日㈭時午後１時３０分～４時内法律的専門知識を有
する相談※予約制(１人３０分以内)各日５人予８月17日
㈪から直接または電話問市民課旅券担当（☎６５・2198）

時11日㈮午後１時３０分～４時場市役所11相談室内紛争
の目的の価格が14０万円以下の民事相談※予約制（１人
３０分以内）で５人まで予８月17日㈪から直接または電
話問市民課旅券担当（☎６５・2198）

時９日㈬午後１時～４時場市役所11相談室内土地など
の売買や相続など問市民課旅券担当（☎６５・2198）

場時 ▼市役所11相談室…11日㈮ ▼吉良町公民館会議室
２…11日㈮時午前1０時～正午内国の仕事やその手続き、
サービス全般に対する苦情や要望問市民課旅券担当
（☎６５・2198）

場時 ▼吉良町公民館会議室２…４日㈮ ▼一色支所第１
会議室…11日㈮ ▼幡豆いきいきセンター…18日㈮ ▼総
合福祉センター…19日㈯時午後１時３０分～４時※受け
付けは午後３時３０分まで内いじめ、虐待、セクハラな
どの相談※一色支所・総合福祉センターは弁護士が同
席問市民課旅券担当（☎６５・2198）　

時毎週月～金曜日午前９時～午後４時場①中央ふれあ
いセンター②一色健康センター内小・中学生のいじめ
や不登校などの相談※面接相談可問児童・生徒支援セ
ンター（①☎５7・０５５５／②☎7３・4５72）

●相談は全て無料。先着順。相談日が祝日の場合は、原則お休みです。
●�市役所の市民課・収納課・子ども課・福祉課には、ポルトガル語を話せる職
員（臨時職員）がいます。
No�dep.de�registro�civil,coletoria�municipal,dep.infantil,dep.de�assistencia�
social,trabalham�funcionários�que�compreendem�o�idioma�português.
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時日時・期間　場場所　内主な相談内容　問問合先　予予約方法

ＤＶ相談

児童相談

母子・父子
家庭相談

内職相談

障害者虐待
相　　談

こころの
相　　談

結婚相談

育児相談

年金相談

外
がい
国
こく
人
じん

相
そう

談
だん

Consulta
para 

estrangeiros

育児・虐待
相　　談

消費生活
相　　談

労働相談

市民特別
法律相談

人権相談

司法書士
法律相談

行政相談

創業支援
相　　談

市税納税
相　　談

行政評価
苦情申立

市税夜間
納税相談

知的障害者
相　　談

時毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時場市役所家
庭児童支援課内就園前のお子さんの発達や、育児全般、
児童虐待※電話相談可問家庭児童支援課要保護児童担
当（☎５６・３11３）

時毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時場子育て支
援センター（八ツ面保育園内）内就学前のお子さんの
育児、生活習慣、心配ごとなど問子育て支援センター
（☎５7・2６０2）

時毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時場市役所家
庭児童支援課内配偶者などからの暴力に関する相談
※電話相談可問家庭児童支援課DV相談担当（☎５６・
３11３）

時毎週月～土曜日午前９時～午後４時※土曜日は正午
まで場市役所家庭児童支援課※土曜日は総合福祉セン
ター相談室内児童の性格や家族関係、学校生活などの
相談※電話相談可問家庭児童支援課児童相談担当（☎
５６・０３24）※土曜日は総合福祉センター（☎５６・５9００）

時毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時場市役所家
庭児童支援課内母子・父子家庭の困りごとや自立生活
に関する相談問家庭児童支援課母子父子担当（☎６５・
2179）

時1０日㈭午前1０時～午後３時場総合福祉センター内療
育手帳に関する相談※予約制予問西三河福祉相談セン
ター（☎０５６4・27・2779）　

時毎週金曜日午前1０時～午後３時場総合福祉センター
相談室内内職の紹介と事業所の登録問福祉課社会福祉
担当（☎６５・2114）

時毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時場障害者虐
待防止センター（市役所福祉課内）内障害者に対する
虐待などの相談※電話相談可問障害者虐待防止センタ
ー（☎６５・2117）

時毎週月～土曜日午前９時～午後５時※水曜日は正午
まで場地域活動支援センターめだか工房内精神障害者
と家族の困りごと問地域活動支援センターめだか工房
（☎５4・６77５）

時毎月第２水曜日午前９時～正午場総合福祉センター
相談室内知的障害者と家族の困りごと問福祉課障害者
福祉担当（☎６５・211３）

時毎月第１・第４月曜日午前９時～正午場総合福祉セ
ンター相談室内身体障害者と家族の困りごと問福祉課
障害者福祉担当（☎６５・211３）

時毎週火曜日と毎月第１・第３日曜日午後１時～３時
場総合福祉センター相談室内結婚相手の紹介※申込金
５００円と写真２枚が必要問市社会福祉協議会総務課（☎
５６・５9００）

時４日㈮・18日㈮午後１時～４時場市役所11相談室内
スペイン語、ポルトガル語、英語での生活上、行政上
の相談問地域支援協働課市民協働担当（☎６５・2178）
▶Dias 4 e 18 de setembro/1３h ás 1６h/11Soudan-
shitsu/Consultas gratuitas para estrangeiros com 
problemas na vida diária em espanhol, português e 
inglês/Seção de Trabalhos Comunitário

身体障害者
相　　談

登記相談

児童・生徒
心配ごと
相　　談

※西尾警察署「困りごと相談☎５7・０11０」や名古屋法務局西尾支局「人権相談☎５7・2６22（毎週水・木曜日午前1０時～午後４時）」、
西三河県民生活プラザ「法律相談☎０５６4・27・０8００（第２水曜日午後１時３０分～３時／要予約）」 もご利用ください。

児童巡回
相　　談
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【このコーナーに掲載する記事を募集】申し込みは所定の用紙に必要事項を記入の上、掲載を希望する号の前月の10
日までに、直接またはファクスで秘書課広報担当（☎65・2159／ＦＡＸ57・1313）へ。投稿用紙は同担当に用意。市のホ
ームページからもダウンロードできます。ただし、紙面の都合により掲載できない場合もあります。営利目的や政治
・宗教関係、特定の人や団体のみを対象とした記事などはお断りします。

このコーナーは、市民の皆さんなどから
の原稿を基に作成しています。どなたで
も参加できる、費用が無料、申込期限な
どの期日の定めがないものは、対象、金
額、期日を記載していません。紙面の都
合で全てをお伝えできませんので、詳し
くは各記事の問合先に確認してください。

対対象・応募資格　時日時・期間　場場所　内内容　定定員・募集人数
￥費用　講講師　持持ち物　申申込・申請　他その他　問問合先

■第１７回秋の幡豆・友引市
時９月13日㈰午前９時～午後３時場名
鉄西幡豆駅周辺内さまざまな店が数多
く立ち並び、尊皇蔵元の蔵開きも開催。
幡豆いきいきセンターでは鉄道イベン
ト「鉄研」も行われます。ぜひ名鉄電
車に乗ってお越しください。問ＮＰＯ
法人幡豆・三河湾ねっと　中村（☎0８0
・5295・909８／西幡豆町）

■吉良町女性の会
　和食マナー講座・ちりめん講座
①和食マナー講座時10月３日㈯午前11
時30分場こばやし屋（室町）定30人￥
3,700円（会員は3,200円）②ちりめん
講座時10月2４日㈯・31日㈯午後１時30
分場吉良町公民館定各15人￥2,000円
（会員は1,500円）申問①は８月25日㈫
～９月15日㈫に、②は９月16日㈬～30
日㈬に、直接吉良町公民館または電話
で吉良町女性の会　尾崎（☎0８0・307４
・7233／吉良町）へ。

■ミュージカル「キャッツ」参加者説明会
対小学１年生～中学生時８月22日㈯午
後６時・29日㈯午後５時30分場中央ふ
れあいセンター内10月４日㈰に開催さ
れる市民音楽祭のステージ（約15分）で
歌って踊る子どもを募集します。定15
人申問説明会当日までに、電話でフェ
リーチェ　堀野（☎0８0・3615・13４9／
新在家町）へ。

■ひまわり朗読会　朗読発表会
対小学生以上の方時９月13日㈰午後１
時30分開演場総合福祉センターふれあ
いホール（４階）内「ちいちゃんのかげ
おくり」などを音楽と共に朗読します。
定150人問鈴木（☎56・363４／平口町）

■Fioreピアノコンサート
時９月2８日㈪午後６時開場、６時30分
開演場岡崎市シビックセンターコンサ
ートホール（岡崎市羽根町）内シュー
マン作曲「幻想曲」、プロコフィエフ作
曲「ピアノソナタ第７番」ほか問德弘
（☎090 ・ ８４5８ ・ 537８／伊藤四丁目）

■第１２回伊藤裕子創作舞踊公演
　「空がおりてくる」
時９月20日㈰午後１時30分開場、２時
開演場文化会館大ホール内ダンス作品
の発表￥一般2,500円（前売り2,000円）、
学生1,000円、小中学生500円※幼児は
無料ですが保護者同伴 ▼チケット販売
所／おしろタウン・シャオのインフォ
メーションほか問ヒロスタジオ　伊藤
（☎52・1656／花蔵寺町）

■社交ダンスで生涯学習の向上と親睦を
対市内在住の方時毎週水曜日午後７時
30分～８時４5分場一色町公民館内社交
ダンスを楽しく踊り、ふれあいの和を
広げます。定10人程度￥月４回3,000
円申問伴（☎070 ・ 5４0４ ・ 7002／一色町）

■ココロとカラダすっきりリフレッシュ!!
場時①唯法寺 （順海町） …８月20日㈭
・25日㈫、９月３日㈭・10日㈭・29日
㈫　②矢田ふれあいセンター…８月30
日㈰、９月17日㈭・23日㈷・25日㈮③
横須賀ふれあいセンター…毎月第１・
３火曜日※１回ずつの受講可時①②午
前10時～11時20分※日曜日、祝日は午
前９時30分から　③午後２時30分～３
時50分定①15人　②③12人￥①②１回
1,200円（お茶とお菓子付き）③1,100
円申問各開催日の前日までに、Ｅメー
ルで生田（糸naturel.peach.1123@g
mail.com／今川町）へ。

■星の子倶楽部　体験セミナー（ペア
　レントプログラム６回コース）
対発達が気になる年長児～中学生のお
子さんとその保護者※子どものみの参
加不可時９月５日㈯・26日㈯、10月４
日㈰・11日㈰午後１時～２時30分※５
・６回目は11月中の土・日曜日を予定
場総合福祉センター内親子のより良い
「やりとり」を学びます。お子さんは
活動体験をします。定大人20人、子ど
も20人￥大人１人6,000円、子ども１
人3,000円講村山恭朗氏申８月30日㈰
までに、星の子倶楽部ホームページ
（http://www.as-japan.jp/semin
ar/259）から申し込んでください。問Ｅ
メールで星の子倶楽部　和田（糸hosi
noko912@as-japan.jp／江原町）へ。

情 報 通 信

対市内在住で、１型糖尿病治療中
のお子さんのご家族時９月９日㈬
午後２時～４時場西尾保健所大会
議室（３階）内思春期を迎えた１
型糖尿病の子どもに関する講演と

座談会定20人（先着順）￥無料講
杢野医院院長　杢野武彦氏申問８
月31日㈪までに、電話で西尾保健
所（☎56・52４1） へ。

■矢作川水源基金にご協力を
　私たちの生活に水は１日も欠か
せません。県と矢作川流域内の10
市町で構成される公益財団法人矢
作川水源基金は「緑豊かな山林で、

きれいで安定した水と災害に強い
山」を目指し、水源地域など山の
管理と上下流の交流に努めていま
す。皆さんも水と山への関心をお
持ちいただき、上下流交流への参
加、賛助会員への応募、基金へ
の寄附などご協力をお願いします。
問公益財団法人矢作川水源基金事
務局（☎056４・23・26４5／西三河
総合庁舎内）

■１型糖尿病の子どもと家族
　のつどい
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